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2019年 5月 10日 

 

第19回冬季デフリンピック競技大会に随行する帯同医には以下の業務をお願い致します。 

 

Ⅰ． 目的： 

 障がい者スポーツ国際競技大会に参加する選手、コーチ、役員などの日本代表選手団

の健康管理を行うと同時に、日本選手が円滑に競技出来るようにアシストすることに

ある。 

（なお、治療や問診にあたり、選手とのやり取りにあたっては、日本代表選手団に所

属する手話通訳者が通訳をする。） 

Ⅱ． 派遣日程（予定）：2019年 12月 8日（日）～12月 23日（月） 

 ＊ 選手団の渡航にあわせ日程を決定。上記は目安。 

   

Ⅲ． 募集人数：医師 １名 

 ＊ 選手村および村外（場所等未定）で、以下の業務を行っていただく。 

   

  

Ⅳ． 業務内容 

 １． 医学管理 

  １） 出国前の業務 

   (1) 選手の健康状態の把握 

    ・ 全日本ろうあ連盟スポーツ委員会より送付された診断書に基づ

き、健康状態を把握すること。不明な点があれば、全日本ろうあ

連盟スポーツ委員会の医科学委員会と相談しながら、主治医に質

問書を送るなどの対策を講じ、最新の状態を確認すること（少な

くとも出国３ケ月前までが望ましい）。 

    ・ 責任者：立石智彦先生 

（全日本ろうあ連盟スポーツ委員会医科学委員） 

   (2) コーチ・役員の健康状態の把握 

    ・  全日本ろうあ連盟スポーツ委員会より送付された診断書（定期健

診等）に基づき健康状態を把握し、本人に必要な指導を行うこと。

現地医療班の責任者：日本代表選手団チーフドクター 

   (3) 服薬状況の把握 

    ・ アンチ・ドーピング部会と協力し、ドーピング禁止物質を含まな

い安全な服薬指導を行うこと（少なくとも出国３ケ月前までが望

ましい） 

    ・ 責任者：草野修輔先生（医学委員会アンチ・ドーピング部会長） 

  早瀨久美氏（全日本ろうあ連盟スポーツ委員会医科学委員） 

   (4) 携帯する薬剤のチェック 

    ・ 全日本ろうあ連盟スポーツ委員会にある薬剤を自分でチェック・

確認し、さらに必要と思われる薬剤を作成し、全日本ろうあ連盟



スポーツ委員会へ購入依頼を出すこと。（少なくとも出国２ケ月前

までが望ましい） 

   (5) 出発前に選手に対して健康管理やアンチ・ドーピングに関する注意事

項を配布し指導すること。 

  ２） 現地での医学管理 

   (1) 健康状態の把握：原則、毎日日本代表選手団員（選手・コーチ・役員）

の健康をチェックする（夜、または日中）。 

   (2) 日本代表選手団医務室を選手村内に設置・運営する（村外にも設置す

る可能性あり）。医務室では急性疾患に対する応急手当を行う。重篤

化または手に負えない場合は、現地の実行委員会指定の病院へ搬送す

ること（コーチまたは役員に必ず連絡し相談の上）。 

   (3) 個人カルテ、日報の一覧表を作成し記入すること（傷病名、使用薬剤

など）。 

   (4) 日本代表選手団の監督会議へ出席し、選手の健康状態を報告し、問題

点に関して注意を喚起すること。 

   (5) 日本代表選手団員（選手・コーチ・役員）の心理的ケアに勤めること。 

   (6) その他、雑用も含め必要と思われる業務を積極的に行うこと。 

 ２． 帰国後の業務 

  １） 報告書の作成：全日本ろうあ連盟スポーツ委員会へ帰国後１ケ月以内。 

＊全日本ろうあ連盟スポーツ委員会が作成予定の「日本代表選手団マニュ

アル」を参照すること（大会出発前に配布） 

   内容： ①  医学管理；競技開催中の日報をまとめ、傷病名、使用薬剤の

一覧表を作成する。 

    ②  アンチ・ドーピング：服薬指導内容およびドーピング検査が

施行されたら、競技名と検査の種類（尿・血液）を記録する

こと。 

    ③  チームドクター会議があればその内容 

    ④  全体的感想 

    ⑤  その他 

 

  ２） 使用薬剤報告 

   使用薬剤を帰国後１ケ月以内にまとめ、全日本ろうあ連盟スポーツ委員会

事務局に報告すること。 

     

  

 

                日本障がい者スポーツ協会 医学委員会 

                 委員長 陶 山 哲 夫 


